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ｂ
．
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．
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．
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⑴　

所
有
と
支
配

　

⑵　

オ
フ
シ
ョ
ワ
会
社
の
匿
名
性
と
不
正
登
記
│
オ
フ
シ
ョ
ワ
一
〇
社
の
事
例
と
他
人
名
義
の
不
正
利
用
│

　

⑶　

利
益
の
海
外
移
転

　

⑷　

宗
馥
莉
の
販
売
会
社
へ
の
利
益
移
転

　

⑸　

ダ
ノ
ン
の
挫
折

　
　

  

ａ
．《
第
一
号
修
訂
協
議
》
と
非
合
弁
企
業
の
増
大　

　

ｂ
．
ダ
ノ
ン
の
失
策　

　

ｃ
．
ダ
ノ
ン
の
驚
き
、
対
立
の
開
始　

　

　
　

ｄ
．
宗
の
強
固
な
支
配　

　

ｅ
．
和
解
の
失
敗

む
す
び
に
か
え
て

は
じ
め
に

前
稿
「
ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク
│
市
政
府
と
職
員
の
株
式
所
有
権
の
突
然
の
出
現
の
考
察
を
中
心
に
│
」
に
お
い
て

娃
哈
哈
集
団
（
ワ
ハ
ハ
）
の
所
有
権
改
革
の
プ
ロ
セ
ス
を
考
察
し
中
国
民
間
企
業
独
特
の
所
有
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
そ
の
政

府
株
や
従
業
員
株
の
存
在
と
ダ
ノ
ン
・
中
国
側
娃
哈
哈
集
団
間
の
法
廷
紛
争
の
結
末
、
ま
た
、
ダ
ノ
ン
の
敗
訴
と
の
関
連
に
つ
い
て
分
析

し
た

（
1
）

。
そ
の
結
果
と
し
て
改
革
開
放
期
の
過
渡
期
の
所
有
権
改
革
の
結
果
と
い
え
る
政
府
株
式
所
有
権
と
従
業
員
株
式
所
有
権
の
確
定
が
、
外

国
企
業
に
対
す
る
中
国
企
業
の
防
壁
と
し
て
浮
上
し
作
用
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
中
国
の
経
済
の
市
場
化
に
よ
り
会
社
化
さ
れ
た

企
業
が
増
大
し
多
く
の
企
業
が
上
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
親
会
社
が
国
有
企
業
で
あ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
は
注
意
す
べ
き
中
国
的
特

二
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色
で
あ
る
。
ま
た
従
業
員
と
販
売
商
が
娃
哈
哈
経
営
陣
と
連
帯
し
て
ダ
ノ
ン
の
娃
哈
哈
「
非
合
弁
会
社
」（
ダ
ノ
ン
が
出
資
し
て
い
な
い
娃
哈

哈
系
子
会
社
）
買
収
に
強
行
に
反
対
し
た
こ
と
も
同
社
の
買
収
を
困
難
に
し
た
要
因
で
あ
る
。
ダ
ノ
ン
は
合
弁
会
社
の
株
式
所
有
権
の
過

半
を
所
有
し
董
事
会
を
多
数
支
配
し
て
い
な
が
ら
も
、
董
事
長
・
総
経
理
の
宗
慶
後
（
以
下
、
宗
な
い
し
宗
氏
と
略
称
）
や
中
国
側
董
事
を

は
じ
め
従
業
員
、
販
売
商
か
ら
買
収
提
案
に
強
硬
に
反
対
さ
れ
た
。
ダ
ノ
ン
の
買
収
失
敗
は
単
な
る
資
本
支
配
や
取
締
役
会
（
董
事
会
）

支
配
が
経
営
支
配
の
十
分
条
件
で
な
い
こ
と
を
如
実
に
示
し
た
事
例
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ダ
ノ
ン
の
挫
折
は
、
外
国
企
業
に
と
っ
て
中
国

市
場
戦
略
の
視
点
か
ら
は
他
山
の
石
と
し
て
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
。

ダ
ノ
ン
が
挫
折
し
中
国
側
、
宗
が
事
実
上
勝
訴
し
た
要
因
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
娃
哈
哈
集
団
は
ダ
ノ
ン
と
の
合
弁
を
経

て
企
業
成
長
を
実
現
し
、
ま
た
宗
は
企
業
改
制
を
利
用
し
て
国
有
企
業
で
あ
る
娃
哈
哈
集
団
の
改
組
と
宗
自
身
の
株
式
所
有
権
の
確
立
に

よ
り
支
配
権
を
確
立
し
た
こ
と
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
合
弁
会
社
の
外
延
に
合
弁
会
社
数
を
上
回
る
非
合
弁
会
社
を
設
立
し
、
合
弁
会
社
同

様
に
「
娃
哈
哈
」
ブ
ラ
ン
ド
製
品
を
製
造
販
売
し
莫
大
な
収
益
を
実
現
し
た
。
い
わ
ば
「
独
立
王
国
」
を
確
立
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
企
業
の
所
有
権
が
国
有
企
業
を
頂
点
と
す
る
多
層
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
下
層
が
家
族
的
所
有
・
支
配
の
構

造
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
中
国
企
業
の
特
色
で
も
あ
る
。

本
稿
で
は
こ
う
し
た
国
際
的
な
訴
訟
に
も
発
展
し
ダ
ノ
ン
の
挫
折
の
原
因
に
も
な
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
中
国
側
の
側
面
に
接
近
し
問

題
の
原
因
と
な
っ
た
構
造
的
特
色
と
要
因
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
は
じ
め
に
中
国
企
業
の
多
層
的
所
有
構
造
の
原
因
と
な
っ
た
「
企
業
改

正
（
改
制
）」（
企
業
法
制
度
の
改
制
の
み
な
ら
ず
個
々
の
企
業
の
改
組
が
先
進
的
な
地
域
か
ら
次
々
と
全
国
的
に
実
施
さ
れ
た
。
以
下
日
本
語
の
標
準
的

な
用
法
の
「
改
制
」
と
表
記
）
の
略
史
と
改
制
を
実
践
し
た
娃
哈
哈
集
団
の
改
制
前
後
の
株
式
所
有
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
宗
の

「
独
立
王
国
」
の
実
体
と
な
っ
た
非
合
弁
会
社
の
設
立
と
そ
の
所
有
と
支
配
、
そ
の
莫
大
な
利
潤
、
さ
ら
に
ダ
ノ
ン
の
失
敗
に
つ
い
て
分

三
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析
す
る
。

1
．
娃
哈
哈
集
団
企
業
改
制
と
時
代
背
景

娃
哈
哈
集
団
の
成
長
は
、
中
国
経
済
の
改
革
開
放
の
歩
み
と
ま
さ
に
帰
を
一
に
し
て
同
社
が
時
代
の
流
れ
に
棹
さ
し
成
長
し
た
面
と
と

も
に
、
創
業
者
で
あ
る
宗
氏
の
類
ま
れ
な
才
覚
、
指
導
力
、
組
織
力
な
ど
の
事
業
者
能
力
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。す

な
わ
ち
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
経
済
の
活
性
化
の
た
め
に
国
営
企
業
の
効
率
化
を
促
進
す
る
「
企
業
改
正
」（
以
下
、
改
制
と
表
記
）

が
進
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
外
国
の
資
本
・
技
術
を
活
用
す
る
た
め
に
国
営
企
業
と
外
資
企
業
の
合
弁
が
選
択
さ
れ
た
。

そ
う
し
た
開
放
政
策
が
最
も
先
行
し
た
の
が
沿
海
部
で
あ
る
が
、
娃
哈
哈
集
団
は
そ
う
し
た
開
放
政
策
と
企
業
改
制
を
最
も
先
行
し
て
実

現
し
成
功
し
た
企
業
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

⑴　

国
有
企
業
改
革
の
歩
み

中
国
は
も
と
も
と
計
画
経
済
の
下
で
国
や
地
方
政
府
が
経
営
す
る
「
国
営
企
業
」（
国
が
所
有
す
る
全
人
民
所
有
制
企
業
と
国
が
所
有
し
地
方

が
管
理
す
る
集
体
所
有
制
企
業
。
そ
の
後
国
営
企
業
に
か
わ
り
国
有
企
業
の
表
現
が
使
わ
れ
る
。）
を
主
要
な
経
済
単
位
と
し
て
い
た
が
、

一
九
七
八
年
に
始
ま
っ
た
改
革
開
放
経
済
に
よ
り
「
三
資
企
業
」、
す
な
わ
ち
外
国
の
資
金
を
導
入
し
た
合
弁
企
業
（
中
外
合
資
企
業
）、

外
国
か
ら
技
術
等
の
提
供
を
得
て
共
同
経
営
す
る
企
業
（
中
外
合
作
企
業
）、
そ
の
後
外
国
資
本
一
〇
〇
％
で
設
立
さ
れ
た
企
業
（
独
資
企

業
）、
以
上
の
三
形
態
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
個
人
商
店
や
手
工
業
の
個
人
経
営
企
業
や
数
人
の
出
資
に
よ
る
私
営
企
業
の

四
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設
立
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

国
有
企
業
の
経
営
で
は
経
営
者
は
職
員
（
公
務
員
）
で
あ
り
、
企
業
利
益
は
「
上
納
金
」
と
し
て
国
や
地
方
政
府
に
収
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
た
め
経
営
者
に
と
っ
て
企
業
経
営
を
積
極
的
に
お
こ
な
う
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
い
わ
ゆ
る
「
鉄
飯
碗
」

（
日
本
語
の
「
親
方
日
の
丸
」
に
相
当
す
る
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
職
員
の
労
働
意
欲
も
高
く
な
い
。

他
方
、
三
資
企
業
や
個
人
経
営
企
業
、
私
営
企
業
に
対
し
て
は
法
人
所
得
税
が
課
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
経
営
者
に
と
っ
て
は
利
益
を
あ

げ
税
金
を
収
め
た
後
の
利
益
に
つ
い
て
は
配
当
す
る
こ
と
も
再
投
資
を
す
る
こ
と
も
自
由
に
処
分
で
き
る
。
経
営
者
の
能
力
、
才
覚
次
第

で
事
業
を
発
展
さ
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
積
極
的
な
経
営
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
企
業
が
次
第
に
中
国
経

済
の
な
か
で
活
力
を
発
揮
す
る
の
は
自
然
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
国
有
企
業
に
つ
い
て
も
非
国
有
企
業
に
習
っ
て
企
業
経
営
者
に
経
営
自
主
権
を
徐
々
に
委
譲
す
る
よ
う
に
な
る
。
利
益
に
つ
い

て
も
「
上
納
金
制
度
」
を
改
め
、
三
資
企
業
や
私
営
企
業
と
同
様
に
所
得
税
制
度
を
採
用
し
、
納
税
後
は
企
業
の
裁
量
で
利
益
分
配
も
投

資
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
国
有
企
業
で
資
金
調
達
の
た
め
に
株
式
の
発
行
が
実
験
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
九
〇
年
に

ま
ず
上
海
で
次
い
で
深
圳
で
証
券
取
引
所
が
開
設
さ
れ
、
国
有
企
業
の
資
金
を
株
式
発
行
に
よ
り
調
達
す
る
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
九
三
年
の
会
社
法
成
立
後
、
会
社
法
に
準
じ
た
国
有
企
業
の
組
織
変
更
が
進
行
す
る
。
会
社
法
に
基
づ
き
、
国
が
単
独
で
持
分

権
の
す
べ
て
を
支
配
す
る
「
国
有
独
資
公
司
（
会
社
）」、
そ
し
て
「
国
有
有
限
公
司
」、「
国
有
股
份
公
司
（
株
式
会
社
）」、「
国
有
股
份
組

合
公
司
（
株
式
組
合
制
企
業
）」
に
分
類
さ
れ
る
。
国
有
有
限
公
司
は
出
資
者
数
二
〜
五
〇
以
下
に
限
ら
れ
る
。
国
有
有
限
公
司
と
国
有
股

份
公
司
は
国
が
直
接
ま
た
は
間
接
に
過
半
数
の
持
分
を
保
有
す
る
場
合
「
国
有
控
股
公
司
」、
国
の
持
分
が
過
半
数
に
届
か
な
い
場
合

五
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「
国
有
参
股
公
司
」
と
呼
ば
れ
る
。
と
も
に
会
社
の
意
思
決
定
機
関
と
し
て
株
主
総
会
と
董
事
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
国
は
出
資
比
率

に
応
じ
て
株
主
総
会
で
議
決
権
を
行
使
す
る
。

国
有
株
式
組
合
制
企
業
は
多
く
は
中
小
規
模
の
国
有
企
業
に
つ
い
て
国
が
所
有
権
を
手
放
す
改
革
政
策
の
結
果
、
生
ま
れ
た
。
従
業
員

が
企
業
の
持
分
権
者
と
し
て
参
加
し
経
営
に
も
参
加
す
る

（
2
）

。

い
ず
れ
に
し
て
も
企
業
経
営
に
市
場
原
理
を
導
入
す
る
方
向
で
国
有
企
業
改
革
が
推
進
さ
れ
、
経
営
者
の
自
由
裁
量
権
が
大
幅
に
拡
大

さ
れ
た
。
計
画
経
済
か
ら
い
わ
ゆ
る
「
社
会
主
義
市
場
経
済
」
へ
の
こ
う
し
た
変
革
の
過
程
で
娃
哈
哈
も
成
長
・
発
展
し
企
業
実
体
の
変

容
を
と
げ
て
い
っ
た
。

⑵　

娃
哈
哈
集
団
の
改
制

娃
哈
哈
集
団
の
改
組
も
上
記
の
よ
う
な
改
革
開
放
政
策
が
進
め
ら
れ
る
な
か
で
宗
に
よ
り
進
め
ら
れ
た
改
革
で
あ
り
、
当
時
と
し
て
も

最
も
先
進
的
な
改
革
で
あ
っ
た
。

ａ
．
改
制
の
歩
み

す
で
に
前
稿
で
誕
生
の
歴
史
を
紹
介
し
た
。
同
じ
く
『
中
国
経
営
報
』
の
記
事
を
基
に
作
成
し
た
年
表
に
よ
り
以
下
そ
の
概
略
を
紹
介

す
る
。

＊
誕
生
か
ら
合
弁
そ
し
て
一
九
九
九
年
改
組
ま
で
の
略
史

・
一
九
八
七
年
七
月
八
日　
「
校
務
企
業
」
│
杭
州
市
上
城
区
校
務
企
業
販
売
部
（
後
に
杭
州
保
霊
児
童
栄
養
食
品
廠
と
改
称
）
│
を
登
記
。

六



国
有
企
業
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
）
集
団
の
変
容
（
簗
場
）

（
七
）

資
本
金
一
〇
万
元
、
総
資
産
二
〇
万
元
の
国
有
企
業
で
あ
る
。
運
転
資
金
も
一
〇
万
元
の
設
備
も
上
城
区
の
教
育
局
校
務
企
業
事
務

室
か
ら
借
り
た
。
従
業
員
も
市
か
ら
配
置
さ
れ
た
。

・
一
九
九
一
年
、
国
有
の
缶
詰
工
場
を
買
収
し
正
式
に
杭
州
娃
哈
哈
集
団
公
司
が
誕
生
し
た
。
当
時
の
登
録
に
照
ら
せ
ば
娃
哈
哈
集
団

は
国
有
企
業
で
あ
り
、
所
有
主
体
も
杭
州
市
上
城
区
国
資
部
門
で
あ
り
、
国
有
独
資
公
司
で
あ
る
。

・
一
九
九
二
年
六
月
、
娃
哈
哈
集
団
は
杭
州
工
商
信
託
投
资
公
司
、
浙
江
金
义
（
義
）
集
団
前
身
の
桐
庐
县
（
廬
県
）
王
家
蜂
业
经
营

（
業
経
営
）
部
と
連
合
し
美
食
城
を
設
立
。
浙
江
省
体
改
委
（
構
造
改
革
委
）
株
式
制
度
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
工
作
班
、
人
民
银
行
浙
江
省

支
店
の
批
准
を
経
て
、
美
食
城
は
記
名
式
普
通
株
式
を
募
集
し
設
立
さ
れ
た
株
式
制
企
業
（「
杭
州
娃
哈
哈
美
食
城
股
份
有
限
公
司
」）

に
な
る

（
3
）

。

・
一
九
九
六
年
、
ダ
ノ
ン
と
合
弁
会
社
を
組
織

・
二
〇
〇
〇
年
、
改
組
に
よ
り
宗
ほ
か
株
式
所
有
権
確
定

こ
の
よ
う
に
創
業
時
の
経
営
状
況
か
ら
は
行
政
組
織
（
学
校
）
か
ら
は
未
だ
分
化
し
て
い
な
い
事
業
組
織
で
あ
っ
た
。
ま
た
い
わ
ゆ
る

承
包
制
と
い
え
る
経
営
形
態
か
ら
出
発
し
た
。
そ
し
て
保
霊
児
童
栄
養
食
品
廠
と
し
て
資
本
が
一
定
程
度
蓄
積
し
た
後
、
国
有
企
業
の
缶

詰
工
場
を
買
収
し
正
式
に
娃
哈
哈
集
団
が
誕
生
し
た
。
こ
の
時
に
正
式
に
国
有
企
業
体
と
し
て
確
立
し
た
い
え
る
。
所
有
形
態
は

一
〇
〇
％
国
有
企
業
で
あ
り
、
杭
州
市
上
城
区
国
資
局
が
単
独
株
主
で
あ
っ
た
。
な
お
宗
の
経
営
能
力
に
よ
っ
て
短
期
間
で
事
業
が
成
功

し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
こ
の
時
点
で
は
宗
の
株
式
所
有
権
は
確
定
し
て
い
な
い
。
宗
の
当
時
の
身
分
は
廠
長
（
工
場
長
）
で
あ
る
。

七
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月
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（
八
）

ｂ
．
宗
慶
後
の
ね
ら
い
│
改
制
の
主
体
的
要
因
と
し
て
の
会
社
支
配
│

改
革
開
放
政
策
の
推
進
は
娃
哈
哈
集
団
が
改
制
を
進
め
た
客
観
的
条
件
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
受
け
止
め
る
主
体
の
側
に
主
体
的
に
改
革

を
進
め
る
条
件
が
必
要
で
あ
る
。
宗
が
改
制
を
進
め
た
要
因
を
彼
自
身
の
主
体
的
要
因
に
即
し
て
検
討
す
る
と
以
下
の
事
情
が
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
彼
の
ね
ら
い
は
何
で
あ
っ
た
か
が
分
析
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

娃
哈
哈
集
団
の
企
業
改
制
推
進
の
時
代
背
景
と
し
て
は
改
革
開
放
後
進
め
ら
れ
て
き
た
一
連
の
改
革
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
で
あ
る
。
そ
し
て
一
九
九
二
年
一
月
の
鄧
小
平
の
い
わ
ゆ
る
「
南
巡
講
話
」
に
よ
り
改
革
開
放
が
一
層
加
速
化
さ
れ
た
こ
と
は
追

い
風
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
一
九
八
九
年
の
「
天
安
門
事
件
」
後
、
改
革
路
線
は
後
退
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を
再
び
市
場
経
済
化
推
進
、

企
業
改
制
の
積
極
推
進
へ
と
転
換
さ
せ
る
効
果
を
も
っ
た
と
い
え
る
。
社
会
主
義
体
制
の
下
で
進
め
ら
れ
る
市
場
経
済
化
は
権
力
の
強
い

保
障
が
な
け
れ
ば
市
場
の
自
生
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
点
火
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
南
巡
講
話
は
企
業
改
制
を
主
体
的
に
推
進
す
る
者
を

勇
気
づ
け
る
効
果
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

た
だ
そ
れ
は
重
要
な
契
機
で
あ
る
が
そ
れ
を
受
け
止
め
る
内
発
的
要
因
が
主
体
の
側
に
存
在
し
た
か
ら
こ
そ
企
業
改
制
と
し
て
具
体
化

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
そ
の
内
発
的
要
因
と
は
宗
自
身
の
事
業
上
の
欲
望
で
あ
り
野
心
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
実
現
の

た
め
企
業
改
制
を
主
体
的
に
自
ら
推
進
し
た
。
そ
し
て
企
業
を
所
有
・
支
配
し
事
業
を
お
こ
な
う
「
老
板laoban

」（
オ
ー
ナ
ー
社
長
、
企

業
家
）
へ
の
道
を
加
速
化
し
た
と
い
え
る
。

す
な
わ
ち
同
じ
飲
料
業
界
で
い
く
つ
か
の
企
業
が
勃
興
し
急
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
彼
の
事
業
野
心
に
火
を
つ
け
る
作
用
を
し
た

と
い
え
る
。
し
か
も
複
数
の
企
業
経
営
者
が
す
で
に
老
板
と
し
て
事
業
を
急
速
に
発
展
さ
せ
て
い
た
。
何
伯
権
氏
ら
の
楽
百
氏
公
司
ほ
か

後
に
宗
の
娃
哈
哈
集
団
同
様
に
ダ
ノ
ン
と
資
本
提
携
を
お
こ
な
う
競
争
企
業
が
族
生
し
て
い
た
。
ま
た
確
か
に
娃
哈
哈
を
短
期
間
で
こ
れ

八



国
有
企
業
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
）
集
団
の
変
容
（
簗
場
）

（
九
）

ま
で
成
長
さ
せ
た
の
は
宗
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
宗
は
国
有
企
業
の
一
職
員
に
す
ぎ
な
い
。
娃
哈
哈
集
団
が
今
後
も
市
政
府
単
独
所

有
の
国
有
企
業
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
宗
は
国
有
企
業
の
一
職
員
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。
宗
が
老
板
に
な
る
た
め
に
は
娃
哈
哈
集
団
が

株
式
会
社
に
改
組
さ
れ
彼
が
株
式
を
取
得
し
オ
ー
ナ
ー
経
営
者
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ま
ず
既
述
の
よ
う
に
国
有
企
業
か
ら
会
社
形
態
の
娃
哈
哈
集
団
へ
の
改
組
が
成
功
す
る
。
す
な
わ
ち
一
九
九
二
年
国
有
有
限
股
份
公
司

（
有
限
株
式
会
社
）
の
娃
哈
哈
美
食
城
と
し
て
再
組
織
さ
れ
た
。
前
述
し
た
企
業
形
態
分
類
に
基
づ
け
ば
国
有
株
式
組
合
制
企
業
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
娃
哈
哈
美
食
城
の
発
足
の
意
義
は
株
式
の
多
元
化
が
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
公
募
発

行
が
お
こ
な
わ
れ
約
一
億
元
の
払
込
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
た
だ
当
時
の
出
資
者
で
あ
る
内
部
職
員
と
そ
の
他
の
出
資
比
率
が
不
明
で
あ
り
、

宗
の
株
式
所
有
権
に
つ
い
て
も
不
明
で
あ
る
。
ま
た
計
画
し
て
い
た
上
場
は
失
敗
し
た
。

ｃ
．
ダ
ノ
ン
と
の
合
弁
と
急
成
長

上
場
に
よ
る
事
業
資
金
の
調
達
に
失
敗
し
た
宗
に
と
っ
て
は
自
身
の
事
業
野
心
を
実
現
す
る
た
め
に
は
外
資
を
導
入
す
る
こ
と
が
有
効

な
戦
略
で
あ
っ
た
。
一
方
中
国
市
場
に
橋
頭
保
を
築
こ
う
と
し
て
い
た
ダ
ノ
ン
に
と
っ
て
も
中
国
企
業
と
合
弁
を
組
織
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
っ
た
。
宗
に
と
っ
て
外
資
導
入
は
資
金
と
技
術
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
戦
略
で
あ
り
、
ま
た
外
資
を
受
け
入
れ
る
と
合
弁
会
社

は
税
金
面
で
各
種
優
遇
措
置
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
低
コ
ス
ト
で
企
業
成
長
を
実
現
す
る
た
め
に
も
外
資
が
必
要
で
あ
っ
た
。

以
下
の
よ
う
に
娃
哈
哈
集
団
の
発
展
を
段
階
区
分
す
る
と
、
創
業
以
降
の
一
〇
数
年
の
前
半
は
市
場
へ
の
参
入
と
ブ
ラ
ン
ド
確
立
期
と

す
れ
ば
一
九
九
六
年
以
降
の
発
展
は
一
地
方
企
業
か
ら
全
国
企
業
へ
の
発
展
と
い
え
る
。
ま
た
以
下
の
よ
う
に
区
別
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

す
な
わ
ち
一
九
九
二
年
の
改
組
の
第
一
段
階
時
点
で
は
娃
哈
哈
集
団
は
杭
州
の
一
地
方
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
一
九
九
六
年
の
ダ
ノ
ン
と

九
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（
一
〇
）

の
合
弁
を
契
機
に
事
業
が
全
国
市
場
へ
展
開
・
発
展
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

＊
創
業
以
降
の
発
展
段
階

・
前
半
一
九
八
七
年
│
一
九
九
五
年　

　

飲
料
市
場
参
入
・
ブ
ラ
ン
ド
確
立
期

（
一
九
九
二
年　

　

美
食
城
組
織　

一
地
方
飲
料
企
業
）

・
後
半
一
九
九
六
年
以
降　

　

ダ
ノ
ン
と
合
弁　

全
国
市
場
へ
展
開
・
発
展

ま
た
企
業
改
制
、
合
弁
を
組
織
し
た
一
九
九
六
年
を
挟
ん
だ
一
七
年
間
の
売
上
を
示
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
九
六
年
以
降
の
急

成
長
が
著
し
い
こ
と
が
わ
か
る

（
4
）

。（
億
単
位
で
四
捨
五
入
）

＊
娃
哈
哈
（
含
・
合
弁
前
の
娃
哈
哈
集
団
）
の
売
上

一
九
九
〇
（
年
、
以
下
略
）　

一
億
（
元
、
以
下
略
）、
一
九
九
二　

四
億
、
一
九
九
三　

六
億
、
一
九
九
五　

一
一
億
、
一
九
九
七　

二
九
億
、
一
九
九
九　

五
四
億
、
二
〇
〇
一　

七
六
億
、
二
〇
〇
三　

一
〇
二
億
、
二
〇
〇
五　

一
四
一
億
、
二
〇
〇
七　

二
五
八
億
、

二
〇
〇
九　

四
三
二
億
、
二
〇
一
一　

六
七
八
億

一
〇



国
有
企
業
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
）
集
団
の
変
容
（
簗
場
）

（
一
一
）

⑶　

娃
哈
哈
集
団
の
国
有
企
業
か
ら
の
変
身
と
成
長
、
組
織
変
更

ａ
．
改
組

娃
哈
哈
集
団
は
ダ
ノ
ン
と
合
弁
会
社
設
立
の
四
年
後
、
二
〇
〇
〇
年
に
組
織
変
更
を
開
始
、
そ
れ
は
二
度
お
こ
な
わ
れ
た
。
以
下
出
典

は
主
に
同
じ
く
『
中
国
経
営
報
』
の
詳
細
な
記
事
を
参
考
す
る
ほ
か
、
適
宜
他
の
文
献
を
参
照
し
た
。

す
な
わ
ち
杭
州
市
上
城
区
国
資
局
は
二
〇
〇
〇
年
と
二
〇
〇
一
年
、
娃
哈
哈
集
団
の
一
〇
〇
％
株
式
を
二
回
に
わ
た
り
譲
渡
し
た
。
第

一
回
は
、
株
式
の
四
九
％
を
宗
と
従
業
員
（
三
八
人
の
幹
部
と
従
業
員
持
株
会
）
に
、
第
二
回
は
五
％
を
従
業
員
と
冯
校
根
等
に
譲
渡

（
5
）

。

こ
の
過
程
で
宗
は
個
人
出
資
六
四
一
九
・
五
万
元
の
現
金
で
娃
哈
哈
集
団
の
株
式
の
二
九
・
四
％
を
取
得
し
、
従
業
員
は
一
億
元
ほ
ど
の

出
資
で
一
九
・
六
％
を
所
有
。
娃
哈
哈
集
団
公
司
は
娃
哈
哈
集
団
株
式
会
社
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
杜
健
英
等
三
五
人
の
最
高
幹
部
・
労

組
成
員
が
各
自
所
持
の
娃
哈
哈
集
団
の
株
式
を
従
業
員
持
株
会
に
譲
渡
。
そ
の
結
果
二
〇
〇
一
年
五
月
一
四
日
現
在
、
娃
哈
哈
集
団
の
株

式
所
有
状
況
は
上
城
区
国
資
局
の
娃
哈
哈
集
団
持
株
が
四
六
％
、
宗
の
持
株
が
二
九
・
四
％
、
従
業
員
持
株
会
二
一
・
三
八
％
、
冯
校
根
等

三
六
人
が
三
・
二
二
％
所
有

（
6
）

と
な
っ
た
。

事
実
上
、
こ
の
改
正
で
宗
は
株
式
所
有
権
を
確
定
し
宗
の
娃
哈
哈
集
団
に
対
す
る
支
配
力
が
確
立
し
た
。

ｂ
．
投
資
主
体
の
変
化

ま
た
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
は
娃
哈
哈
集
団
が
ダ
ノ
ン
と
の
共
同
出
資
の
合
弁
の
娃
哈
哈
の
投
資
計
画
か
ら
退
出
し
、
代
わ
っ
て
宗
や

会
社
・
党
幹
部
、
労
組
、
同
幹
部
の
支
配
す
る
投
資
会
社
か
ら
の
投
資
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
娃
哈
哈
集
団
の
支
配
構
造

に
重
要
な
変
更
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
の
事
情
に
関
連
す
る
記
事
概
要
を
紹
介
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
一
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（
一
二
）

二
〇
〇
一
年
八
月
以
前
に
は
合
弁
会
社
が
一
四
社
設
立
さ
れ
た
が
、
同
年
八
月
以
降
投
資
主
体
が
変
更
す
る
。
す
な
わ
ち
同
年
、
湖
南

長
沙
娃
哈
哈
飲
料
、
潍
（
濰
）
坊
娃
哈
哈
飲
料
の
二
社
が
設
立
さ
れ
た
。
ダ
ノ
ン
が
五
一
％
出
資
し
た
が
、
娃
哈
哈
集
団
は
投
資
せ
ず
、

代
わ
っ
て
四
九
％
出
資
し
た
の
が
娃
哈
哈
広
盛
投
資
（
以
下
、
広
盛
と
略
称
）
で
あ
る
。

な
お
、
宗
の
ダ
ノ
ン
ア
ジ
ア
宛
て
の
二
〇
〇
二
年
七
月
一
二
日
の
書
簡
に
よ
れ
ば
（
書
簡
は
宗
が
娃
哈
哈
集
団
を
代
表
し
て
発
せ
ら
れ
た
も

の
と
い
え
る
）
広
盛
が
主
体
に
な
っ
た
の
は
、
以
下
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
な
お
宗
の
職
位
は
娃
哈
哈
集
団
公
司
董
事
長
兼
総
経
理
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
理
由
は
、

：「
娃
哈
哈
集
団
の
規
定
す
る
投
資
限
度
額
を
超
過
す
る
こ
と
」

：
上
記
二
社
（
湖
南
長
沙
娃
哈
哈
飲
料
、
潍
坊
娃
哈
哈
飲
料
）
お
よ
び
将
来
ダ
ノ
ン
と
共
同
投
資
す
る
会
社
に
つ
い
て
は
、「（
宗
の
）
娃
哈

哈
広
盛
投
資
が
娃
哈
哈
集
団
に
代
わ
り
投
資
す
る
こ
と
を
認
め
る
」
と
す
る

ま
た
書
簡
は
広
盛
投
資
と
ダ
ノ
ン
と
の
共
同
出
資
の
会
社
と
従
来
の
娃
哈
哈
集
団
と
ダ
ノ
ン
と
の
合
弁
出
資
の
会
社
と
の
地
位
が
同
等

な
こ
と
、
ま
た
後
者
と
同
様
に
前
者
に
一
九
九
九
年
五
月
改
訂
の
商
標
使
用
許
可
契
約
の
規
定
に
照
ら
し
〝
娃
哈
哈
〞
と
〝
非
常
〞
の
商

標
を
適
用
（
ブ
ラ
ン
ド
使
用
を
許
可
）
す
る
、
と
す
る
。（
非
常
は
コ
ー
ラ
に
類
似
す
る
新
製
品
の
ブ
ラ
ン
ド
）

こ
れ
以
降
、
広
盛
を
含
む
四
投
資
会
社
が
娃
哈
哈
集
団
と
美
食
城
の
位
置
に
と
っ
て
代
わ
る
。
同
書
簡
は
広
盛
等
を
娃
哈
哈
集
団
の
関

連
会
社
と
呼
ぶ
。
ち
な
み
に
そ
の
四
会
社
の
う
ち
、
萧
山
顺
发
（
蕭
山
順
発
）
公
司
（
以
下
順
発
と
略
称
）
の
宗
の
持
株
は
五
八
・
六
六
％
、

娃
哈
哈
集
団
労
組
三
四
・
五
三
％
、
そ
の
他
は
三
七
名
の
個
人
株
主
と
娃
哈
哈
集
団
共
産
党
委
員
会
書
記
杜
健
英
の
個
人
持
株
で
あ
る
。

ま
た
広
盛
投
資
は
宗
が
六
〇
％
、
娃
哈
哈
集
団
労
組
が
四
〇
％
所
有
す
る
。
ま
た
他
の
二
社
の
娃
哈
哈
集
団
労
組
の
所
有
持
株
は
自
然
人

一
二



国
有
企
業
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哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
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の
変
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（
簗
場
）

（
一
三
）

に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
红
安
永
盛
（
会
社
名
）
の
持
株
は
上
述
の
娃
哈
哈
集
団
幹
部
の
杜
健
英
以
下
の
四
人
が
所
有
、
う
ち

杜
が
六
二
・
二
％
所
有
。
ま
た
広
元
金
進
（
会
社
名
）
の
持
ち
株
は
宗
が
六
〇
％
、
杜
が
四
〇
％
所
有

（
7
）

。

以
上
の
よ
う
に
四
社
中
三
社
は
宗
が
支
配
株
主
で
あ
る
。
な
お
杜
は
党
書
記
で
あ
る
が
創
業
ま
も
な
く
入
社
し
た
宗
に
つ
ぐ
最
高
経
営

幹
部
で
も
あ
る
。

ｃ
．
オ
フ
シ
ョ
ワ
会
社
の
投
資
の
増
大

同
時
に
こ
の
四
社
は
非
合
弁
企
業
へ
の
投
資
を
開
始
す
る
。
そ
し
て
重
要
な
変
化
は
投
資
過
程
に
お
い
て
オ
フ
シ
ョ
ワ
会
社
が
登
場
す

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
四
社
は
数
十
社
に
上
る
オ
フ
シ
ョ
ワ
会
社
と
連
携
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
〇
七
年
一
二
月
の
最
新
の
数

字
で
は
現
在
、
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
グ
ル
ー
プ
の
意
味
で
）
は
四
〇
社
余
り
の
非
合
弁
会
社
を
所
有
す
る
。
そ
の
う
ち
非
合
弁
二
六
社
に
オ
フ

シ
ョ
ワ
会
社
の
一
〇
社
が
直
接
投
資
し
て
い
る

（
8
）

。

な
お
『
中
国
経
営
報
』
に
よ
れ
ば
二
〇
〇
一
年
よ
り
二
〇
〇
七
年
八
月
三
一
日
現
在
ま
で
の
間
、
娃
哈
哈
集
団
の
一
九
子
会
社
中
、
娃

哈
哈
集
団
が
投
資
し
た
子
会
社
は
次
の
二
社
の
み
で
あ
る
。
そ
の
他
の
子
会
社
は
等
し
く
広
盛
と
順
発
に
よ
り
投
資
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
二
〇
〇
二
年
娃
哈
哈
集
団
が
設
立
し
た
合
弁
子
会
社
の
う
ち
、
南
昌
娃
哈
哈
飲
料
と
白
山
娃
哈
哈
飲
料
に
投
資
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

た
だ
こ
れ
が
合
弁
の
子
会
社
に
対
す
る
杭
州
娃
哈
哈
集
団
の
最
後
の
投
資
で
あ
っ
た

（
9
）

。

こ
の
よ
う
に
娃
哈
哈
集
団
か
ら
合
弁
会
社
へ
の
投
資
が
な
く
な
る
代
わ
り
に
宗
の
非
合
弁
会
社
の
増
大
と
オ
フ
シ
ョ
ワ
会
社
の
増
加
が

並
行
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
増
加
す
る
オ
フ
シ
ョ
ワ
会
社
、
非
合
弁
会
社
と
国
有
企
業
で
あ
っ
た
娃
哈
哈
集
団
の
間
に
い
か
な
る
所
有

支
配
関
係
も
存
在
し
な
い
。
宗
の
支
配
す
る
前
者
が
後
者
の
国
有
企
業
の
娃
哈
哈
集
団
に
と
っ
て
代
わ
り
そ
の
実
体
と
な
っ
て
い
っ
た
の

一
三
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第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
四
）

で
あ
る
。

2
．
非
合
弁
会
社
の
存
在
と
そ
の
所
有
・
支
配
│
娃
哈
哈
の
家
族
企
業
化
│

娃
哈
哈
集
団
が
宗
の
支
配
す
る
企
業
に
変
質
し
て
い
く
の
と
並
行
し
て
ダ
ノ
ン
と
の
合
弁
で
は
な
い
宗
の
非
合
弁
子
会
社
が
続
々
と
設

立
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
ワ
ハ
ハ
ブ
ラ
ン
ド
の
飲
料
が
非
合
弁
会
社
で
生
産
さ
れ
販
売
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

は
じ
め
ダ
ノ
ン
は
非
合
弁
会
社
を
黙
認
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
契
約
上
も
認
知
す
る
。
し
か
し
非
合
弁
会
社
が
対
立
の
火
種
に
な
る
こ

と
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
非
合
弁
の
子
会
社
の
発
展
が
二
年
の
間
に
異
常
な
ほ
ど
発
展
し
、
ダ
ノ
ン
に
警
戒
感
を
も
た
せ
る
よ

う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
、
非
合
弁
子
会
社
の
総
資
産
約
五
六
億
人
民
元
、
利
潤
が
一
〇
・
四
億
元
に
達
し
た
の
で
あ
る

（
10
）

。

以
下
、
非
合
弁
会
社
の
所
有
・
支
配
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
同
じ
く
『
中
国
経
営
報
』
の
調
査
記
事
に
よ
れ
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑴　

所
有
と
支
配

非
合
弁
の
三
五
社
の
う
ち
、
オ
フ
シ
ョ
ア
の
会
社
、
つ
ま
り
海
外
に
登
記
さ
れ
た
会
社
が
二
六
社
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
法
人
代
表
が
宗

の
娘
・
宗
馥
莉
の
会
社
が
九
社
、
ま
た
オ
フ
シ
ョ
ア
会
社
で
絶
対
支
配
の
一
〇
社
中
、
同
じ
く
馥
莉
の
桓
枫
貿
易
公
司
が
支
配
す
る
の
が

八
社
。
三
五
社
中
、
宗
お
よ
び
妻
の
施
幼
珍
、
娘
の
宗
馥
莉
等
の
事
実
上
、
家
族
の
支
配
す
る
の
が
二
九
社
で
あ
る

（
11
）

。

な
お
紹
介
さ
れ
て
い
る
詳
細
を
見
る
と
上
記
三
五
社
中
の
二
六
社
は
英
領
バ
ー
ジ
ン
諸
島
の
小
島
上
の
法
人
で
あ
る
。
過
去
数
年
の
間

に
オ
フ
シ
ョ
ア
の
一
〇
社
が
中
国
で
投
資
し
た
非
合
弁
企
業
の
発
展
が
迅
速
で
莫
大
な
利
益
を
生
ん
で
い
る
。
ま
た
宗
の
財
産
形
成
上
も
、

最
も
意
味
の
あ
る
存
在
で
あ
る

（
12
）

。

一
四
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（
一
五
）

ち
な
み
に
宗
と
ダ
ノ
ン
の
対
立
が
激
化
す
る
直
前
の
二
〇
〇
六
年
、
宗
の
設
立
し
た
一
一
社
中
一
〇
社
は
オ
フ
シ
ョ
ワ
の
会
社
が
株
式

を
支
配
す
る
。
ま
た
そ
の
う
ち
娘
の
宗
馥
莉
が
支
配
す
る
桓
枫
貿
易
が
六
社
を
支
配
し
、
四
社
も
別
の
オ
フ
シ
ョ
ワ
の
法
人
が
六
〇
％
以

上
の
株
式
を
支
配
し
て
い
る

（
13
）

。

も
と
よ
り
オ
フ
シ
ョ
ワ
の
バ
ー
ジ
ン
諸
島
に
登
記
す
る
理
由
の
一
つ
は
バ
ー
ジ
ン
諸
島
の
税
制
を
利
用
し
て
合
理
的
に
税
回
避
す
る
た

め
で
あ
り
、
ま
た
一
つ
は
オ
フ
シ
ョ
ワ
の
法
人
代
表
は
株
主
で
あ
る
必
要
が
な
い
（
中
国
内
は
株
主
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
か
ら
、
株
式

所
有
構
成
等
の
重
要
事
項
を
隠
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

⑵　

オ
フ
シ
ョ
ワ
会
社
の
匿
名
性
と
不
正
登
記
│
オ
フ
シ
ョ
ワ
一
〇
社
の
事
例
と
他
人
名
義
の
不
正
利
用
│

宗
は
オ
フ
シ
ョ
ワ
の
税
制
上
の
利
点
と
株
式
所
有
の
匿
名
性
を
十
二
分
に
利
用
し
て
娃
哈
哈
の
非
合
弁
会
社
を
組
織
し
、
ま
た
蓄
財
に

邁
進
し
た
。
そ
れ
が
可
能
な
の
は
特
に
会
社
設
立
に
お
い
て
代
表
者
が
株
主
で
あ
る
必
要
が
な
い
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
真
の
所
有

者
が
他
人
の
名
を
代
表
者
と
し
て
使
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
非
合
弁
子
会
社
の
株
式
支
配
構
造
は
不
透
明
複

雑
で
あ
る
が
、
た
だ
法
定
の
代
表
者
が
確
認
で
き
れ
ば
実
質
的
な
所
有
権
者
の
確
定
も
不
可
能
で
は
な
い
。『
中
国
経
営
報
』
記
者
は

三
五
の
非
合
弁
会
社
に
登
場
す
る
共
同
所
有
の
オ
フ
シ
ョ
ワ
企
業
一
〇
社
を
調
べ
以
下
明
ら
か
に
し
た
。

次
の
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。
一
〇
社
の
法
人
代
表
は
七
名
（
社
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
最
も
多
く
の
非
合
弁
会
社
を
支
配
す
る
の

が
宗
の
娘
、
宗
馥
莉
のE

ver M
aple T

rading L
td.

（
既
述
の
桓
枫
貿
易
有
限
公
司
）
で
あ
り
、
ち
な
み
に
二
〇
〇
三
年
成
立
の
杭
州
宏
勝

飲
料
の
九
〇
％
を
所
有
し
、
一
〇
％
を
母
・
施
幼
珍
が
所
有
し
て
い
た
。
そ
の
後
同
社
は
宿
遷
娃
哈
哈
、
桂
林
娃
哈
、
長
沙
娃
哈
哈
等
の

多
く
の
非
合
弁
企
業
の
株
式
を
支
配
す
る
。
こ
の
ほ
か
記
者
の
調
査
に
よ
る
と
、
宗
慶
後
が
蘇
州
で
一
社
を
登
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
法

一
五
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第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
六
）

人
代
表
は
米
国
公
民K

elly F
ulijing

す
な
わ
ち
宗
の
娘
の
米
国
名
で
宗
馥
莉
で
あ
る

（
14
）

。

同
じ
く
オ
フ
シ
ョ
ワ
企
業
一
〇
社
の
法
人
代
表
の
第
二
の
登
場
人
物
は
陳
仲
華
で
あ
る
。
彼
は
オ
フ
シ
ョ
ワ
企
業H

onour B
right

（
榮
揮
投
資
）
社
の
法
人
代
表
で
あ
る
。
同
社
は
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
八
月
三
一
日
現
在
ま
で
娃
哈
哈
の
四
非
合
弁
企
業
の
株
式

を
所
有
し
た
。
た
だ
七
月
六
日
現
在
疑
惑
が
浮
上
し
た
。
ダ
ノ
ン
の
米
国
弁
護
士
が
娃
哈
哈
の
非
合
弁
三
社
の
資
料
を
陳
仲
華
本
人
に
閲

覧
を
求
め
た
時
に
、
彼
は
初
め
て
そ
の
資
料
を
見
た
こ
と
、
ま
た
初
め
て
そ
の
企
業
名
を
聞
い
た
と
語
っ
た
の
で
あ
る
。

陳
仲
華
が
ダ
ノ
ン
に
対
し
表
明
し
た
証
言
に
よ
れ
ば
、
偽
造
の
疑
い
の
あ
る
陳
仲
華
名
義
の
多
く
の
文
書
が
二
〇
〇
六
年
八
月
一
〇
日

と
二
〇
〇
七
年
一
月
四
日
に
署
名
さ
れ
て
い
る
。
規
定
に
照
ら
せ
ば
こ
れ
ら
の
文
書
は
本
人
も
し
く
は
授
権
さ
れ
た
関
係
者
が
署
名
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
陳
に
よ
れ
ば
他
人
に
委
託
し
た
こ
と
は
な
い
。
ま
た
陳
の
パ
ス
ポ
ー
ト
上
の
中
国
出
入
国
記
録
上
も
そ
の
両
日
は

中
国
国
内
に
不
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
は
こ
の
文
書
に
署
名
し
よ
う
も
な
い
。
こ
れ
は
彼
の
名
前
を
盗
用
し
た
者
が
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る

（
15
）

。

陳
仲
華
は
一
九
九
五
年
に
宗
慶
後
と
面
識
後
、
二
〇
〇
五
年
に
陳
仲
華
の
名
義
で
香
港
に
共
同
で
投
資
会
社
の
中
源
国
際
投
資
公
司
を

設
立
し
た
。
目
的
は
杭
州
の
会
社
に
外
資
を
導
入
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
。
た
だ
二
〇
〇
六
年
に
米
国
滞
在
の
陳
仲
華
は
宗
に
対
し

こ
の
会
社
の
解
消
を
要
求
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
陳
仲
華
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
、
榮
揮
投
資
の
名
義
が
彼
の
知
ら
な
い
う
ち
に
使
わ
れ
て

い
た
の
で
あ
る

（
16
）

。

い
ず
れ
に
し
て
も
オ
フ
シ
ョ
ワ
会
社
代
表
の
地
位
に
宗
に
代
わ
り
他
人
の
名
義
が
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

同
じ
く
オ
フ
シ
ョ
ワ
企
業
の
第
三
の
登
場
人
物
は
香
港
人
で
オ
フ
シ
ョ
ワ
企
業
のG

old F
actory

とG
reat B

ase

の
法
人
代
表
の
陳

達
豪
で
あ
る
。
彼
の
身
分
は
韶
关
（
関
）
娃
哈
哈
有
限
公
司
の
董
事
長
兼
総
経
理
で
あ
る
。
第
四
の
人
物
は
香
港
人
の
陳
振
興
で
オ
フ

一
六



国
有
企
業
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
）
集
団
の
変
容
（
簗
場
）

（
一
七
）

シ
ョ
ワ
企
業B

ountiful

の
法
人
代
表
で
あ
る
。
こ
の
オ
フ
シ
ョ
ワ
企
業
は
娃
哈
哈
の
非
合
弁
企
業
四
社
を
支
配
す
る
。
な
お
陳
達
豪
と

陳
振
興
は
親
族
で
あ
る
。
振
興
は
ま
た
永
豊
有
限
公
司
の
董
事
で
あ
り
、
同
社
は
ワ
ハ
ハ
ブ
ラ
ン
ド
の
香
港
総
代
理
で
あ
る
。
第
五
の
人

物
は
台
湾
人
、
劉
昭
雄
で
オ
フ
シ
ョ
ワ
企
業W

intel

の
経
営
責
任
者
で
あ
る
。
第
六
は
香
港
人
、
姚
志
正
で
オ
フ
シ
ョ
ワ
企
業

P
latinum

の
法
人
代
表
で
あ
る
。
同
社
は
二
〇
〇
一
年
二
月
に
成
立
し
多
数
の
娃
哈
哈
の
非
合
弁
会
社
に
投
資
し
た
。
第
七
は
呉
炎
堅
、

オ
フ
シ
ョ
ワ
企
業S

unw
orld

法
人
代
表
で
あ
り
、
娃
哈
哈
の
非
合
弁
会
社
一
社
に
投
資
し
た

（
17
）

。

以
上
の
非
合
弁
会
社
で
あ
る
が
、
そ
の
会
社
株
式
を
所
有
す
る
オ
フ
シ
ョ
ワ
企
業
の
代
表
は
オ
フ
シ
ョ
ワ
企
業
の
株
主
で
あ
る
こ
と
を

要
し
な
い
。
ま
た
こ
れ
ら
の
オ
フ
シ
ョ
ワ
企
業
が
株
式
所
有
す
る
非
合
弁
会
社
間
が
ま
た
相
互
に
株
式
を
所
有
し
て
い
る
た
め
複
雑
な
支

配
構
造
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
オ
フ
シ
ョ
ワ
一
〇
社
の
事
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
代
表
と
し
て
登
場
す
る
第
一
の
登
場
人
物
が
宗
の
娘
で
あ
り
、
第
二

の
人
物
の
陳
は
本
人
が
登
記
を
否
定
、
第
三
、
四
、
六
、
七
の
登
場
人
物
の
う
ち
二
者
は
宗
の
部
下
に
等
し
い
関
係
の
者
で
あ
る
。
オ
フ

シ
ョ
ワ
会
社
の
背
後
に
い
る
者
が
宗
慶
後
で
あ
る
こ
と
が
き
わ
め
て
濃
厚
で
あ
り
、
複
雑
な
支
配
構
造
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
頂
点
に

君
臨
す
る
の
は
宗
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

⑶　

利
益
の
海
外
移
転

中
国
国
内
で
は
国
内
企
業
も
外
国
資
本
の
投
資
＝
合
弁
の
形
を
と
る
こ
と
で
、
国
内
企
業
の
得
ら
れ
な
い
外
資
企
業
の
特
典
を
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

一
七



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
一
八
）

（
外
国
資
本
）　

非
合
弁
企
業
へ
の
投
資
⇩　

回
収
│
海
外
移
転
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│
再
投
資　

　

⇩
回
収
│
海
外
移
転

の
サ
イ
ク
ル
を
つ
う
じ
て
資
産
を
海
外
に
蓄
積
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
上
述
の
よ
う
に
バ
ー
ジ
ン
諸
島
ほ
か
の
オ
フ
シ
ョ
ワ

の
会
社
制
度
の
株
主
の
匿
名
性
と
他
人
名
義
の
不
正
な
利
用
に
よ
り
オ
フ
シ
ョ
ワ
企
業
を
つ
う
じ
る
非
合
弁
会
社
の
真
正
な
所
有
・
支
配

の
実
態
を
隠
匿
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

ち
な
み
に
『
中
国
経
営
報
』
記
者
は
娃
哈
哈
の
非
合
弁
子
会
社
の
一
部
だ
が
そ
の
莫
大
の
利
益
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
以
下
紹
介
す

る
（
18
）

。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
社
名

　
　

支
配
企
業

　
　

販
売
額

二
〇
〇
一
年
九
月
成
立　

　

深
圳
ワ
ハ
ハ　

　
　
　

W
intel, G

reat B
ase, S

unw
orld 65%

 

二
〇
〇
六
年　

三
・
五
億
元

二
〇
〇
三
年
六
月
成
立　

　

韶
关
ワ
ハ
ハ　

　
　
　

G
reat B

ase 100%
 

二
〇
〇
六
年　

二
・
五
億
元

二
〇
〇
三
年
一
〇
月
成
立　

杭
州
宏
勝　

　
　
　
　

E
ver m

aple 90%
 

二
〇
〇
六
年　

約
四
億
元

二
〇
〇
四
年
成
立　

　
　
　

杭
州
ワ
ハ
ハ
食
品　

　

P
latinum

 40%
 

二
〇
〇
六
年　

約
二
億
元

前
述
の
よ
う
に
非
合
弁
企
業
の
会
社
数
、
利
潤
は
合
弁
企
業
の
そ
れ
を
上
回
る
ほ
ど
増
加
増
大
し
た
。
非
合
弁
会
社
が
合
弁
会
社
の
下

請
け
の
位
置
に
あ
る
限
り
問
題
は
少
な
い
。
従
来
、
ダ
ノ
ン
と
の
合
弁
会
社
の
営
業
活
動
の
経
理
処
理
は
、
娃
哈
哈
保
健
食
品
有
限
公
司

一
八



国
有
企
業
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
）
集
団
の
変
容
（
簗
場
）

（
一
九
）

销
售
公
司
を
通
じ
て
統
一
し
て
計
算
記
録
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
ダ
ノ
ン
も
営
業
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ

ダ
ノ
ン
が
把
握
で
き
な
い
非
合
弁
会
社
が
増
大
し
、
娃
哈
哈
の
ブ
ラ
ン
ド
で
製
品
を
販
売
し
合
弁
会
社
と
娃
哈
哈
保
健
食
品
有
限
公
司
销

售
公
司
を
通
さ
な
い
取
引
が
増
大
し
て
い
た
。
こ
れ
が
ダ
ノ
ン
に
と
っ
て
得
べ
か
り
し
利
益
の
喪
失
と
と
ら
え
ら
れ
た
。

⑷　

宗
馥
莉
の
販
売
会
社
へ
の
利
益
移
転

紛
糾
の
材
料
は
非
合
弁
会
社
と
そ
の
利
益
の
増
大
だ
け
で
は
な
い
。
杭
州
娃
哈
哈
食
品
飲
料
营
销
公
司
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

法
人
代
表
は
宗
馥
莉
で
あ
り
、
そ
の
支
配
会
社
は
（
前
述
の
宗
の
妻
と
娘
で
一
〇
〇
％
支
配
す
る
）
杭
州
宏
勝
飲
料
有
限
公
司
で
あ
る
。
同
社

は
八
〇
〇
〇
万
元
の
資
本
で
あ
る
。
オ
フ
シ
ョ
ワ
会
社
で
あ
る
宗
馥
莉
の
既
述
のE

ver M
aple T

rading L
td.

（
桓
枫
貿
易
有
限
公
司
）

が
九
〇
％
を
所
有
し
、
一
〇
％
を
母
・
施
幼
珍
が
所
有
し
て
い
た

（
19
）

。

そ
し
て
二
〇
〇
六
年
一
一
月
八
日
よ
り
娃
哈
哈
集
団
本
部
か
ら
全
国
の
販
売
商
に
対
し
二
通
の
契
約
（
＝
ダ
ノ
ン
と
の
合
弁
会
社
と
の
契

約
に
加
え
オ
フ
シ
ョ
ワ
会
社
に
よ
り
支
配
さ
れ
る
上
記
の
杭
州
娃
哈
哈
食
品
飲
料
营
销
公
司
と
の
契
約
）
を
指
示
す
る
文
書
が
送
ら
れ
た
。
一
つ
は

販
売
商
に
前
記
の
杭
州
娃
哈
哈
保
険
食
品
有
限
公
司
销
售
公
司
（
以
前
か
ら
す
べ
て
の
帳
簿
上
の
金
額
を
統
一
的
に
記
帳
し
て
き
た
娃
哈
哈
ダ
ノ

ン
の
合
弁
会
社
）
と
の
契
約
を
求
め
、
ま
た
一
つ
は
新
会
社
で
あ
る
杭
州
娃
哈
哈
食
品
飲
料
营
销
公
司
と
の
契
約
締
結
を
求
め
て
い
た

（
20
）

。

従
来
の
方
法
に
替
え
て
な
ぜ
突
然
新
た
な
方
法
を
始
め
る
の
か
販
売
商
に
と
っ
て
理
解
し
難
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
新
会
社
の
名

も
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
娃
哈
哈
集
団
本
部
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
文
書
で
あ
り
、
宗
は
彼
ら
に
と
っ
て
最
高
の
領
袖
で
あ
る
。

彼
の
指
示
を
疑
い
反
対
す
る
者
は
い
な
い
。
新
契
約
は
ま
も
な
く
す
べ
て
締
結
さ
れ
娃
哈
哈
集
団
本
部
に
回
収
さ
れ
た
。

ま
た
娃
哈
哈
本
部
が
各
地
域
の
市
場
の
販
売
商
に
対
し
前
記
ダ
ノ
ン
と
の
合
弁
の
杭
州
娃
哈
哈
保
険
食
品
有
限
公
司
销
售
公
司
の
ゴ
ー

一
九



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
二
〇
）

ル
ド
カ
ー
ド
口
座
を
利
用
す
る
（
処
理
す
る
）
ほ
か
、
上
記
の
宗
馥
莉
の
杭
州
娃
哈
哈
食
品
飲
料
营
销
公
司
に
対
し
て
も
ゴ
ー
ル
ド
カ
ー

ド
口
座
を
開
く
こ
と
を
要
求
し
た

（
21
）

。

そ
の
意
図
は
販
売
商
の
売
上
を
二
つ
の
口
座
、
す
な
わ
ち
従
来
の
ダ
ノ
ン
と
の
合
弁
会
社
に
対
す
る
だ
け
で
な
く
宗
馥
莉
の
杭
州
娃
哈

哈
食
品
飲
料
营
销
公
司
の
新
口
座
に
も
入
金
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
同
社
と
販
売
商
の
た
め
に
中
国
工
商
銀
行
に
振
替
口
座
が
開
設

さ
れ
た

（
22
）

。

さ
ら
に
販
売
商
に
対
し
発
せ
ら
れ
た
内
部
文
書
に
よ
れ
ば
二
〇
〇
六
年
末
か
ら
二
〇
〇
七
年
三
月
二
一
日
ま
で
に
娃
哈
哈
と
宗
馥
莉
の

公
司
連
名
の
一
〇
六
九
の
口
座
が
続
々
設
定
さ
れ
、
こ
の
連
名
の
口
座
を
同
じ
く
使
用
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
た
取
引
相
手
は
一
九
六
一

口
座
に
達
し
た
。
こ
の
結
果
、
二
〇
〇
六
年
末
か
ら
三
か
月
の
間
に
娃
哈
哈
は
三
〇
億
元
を
超
え
る
販
売
収
入
を
実
現
し
そ
の
う
ち
少
な

か
ら
ず
の
資
金
が
上
記
の
宗
馥
莉
の
販
売
会
社
口
座
に
振
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る

（
23
）

。

記
者
の
調
査
か
ら
完
全
で
は
な
い
が
オ
フ
シ
ョ
ワ
会
社
に
よ
り
新
た
に
設
立
さ
れ
た
宗
馥
莉
の
販
売
会
社
が
ダ
ノ
ン
の
利
益
を
侵
食
す

る
存
在
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
、
娃
哈
哈
集
団
の
発
足
か
ら
多
数
の
非
合
弁
会
社
、
直
近
の
宗
の
娘
の
会
社
の
出
現
ま
で
の
変
遷
と
構
造
を
図
で
示
し
た
。

二
〇



国
有
企
業
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
）
集
団
の
変
容
（
簗
場
）

（
二
一
）

杭州娃哈哈集団関連所有主体・法人の多様化多層化変遷

49％所有

改組

杭州市上城区国資局
（娃哈哈集団）

工商信託
投資

王家蜂業
経営部 職員 公募

株主

1987年誕生

1991年成立

2000年

杭州市上城区校弁企業経 部

杭州娃哈哈美食城股份有限公司 1993年改組

2005年より
急増

2006年

所有

杭州娃哈哈保険食品
有限公司 售公司

（ダノンとの合弁会社）

杭州娃哈哈食品飲料
営 公司

（宗の娘の会社）

杭州娃哈哈集団公司

所有

所有

51％所有

所有

記録計算 記録計算

宗一族

オフショワ会社

投資会社

非合弁会社

Danone Asia

杭州娃哈哈集団有限公司
国資局所有　46％
従業員所有29.4％
宗所有　　24.6％

1996年～ 合弁会社

販 売 者

消 費 者

納
品

依
託

支
払

納
品

支
払

納
品

⑸　

ダ
ノ
ン
の
挫
折

そ
も
そ
も
紛
糾
の
基
に
な
っ
た
非
合
弁
会
社
の
存
在
は
ダ
ノ
ン
も
認
知
し
て
い
た
。
非
合
弁
会
社
は
ダ
ノ
ン
に
と
っ
て
も
投
資
リ
ス
ク

を
回
避
し
利
益
を
あ
げ
る
た
め
の
安
全
弁
で
も
あ
る
。
そ
の
計
算
が
あ
っ
た
か
ら
宗
の
申
し
入
れ
を
受
け
下
記
の
契
約
を
締
結
し
た
。
し

か
し
ダ
ノ
ン
の
想
像
を
超
え
る
多
く
の
利
潤
を
非
合
弁
会
社
と
宗
が
得
て
い
る
現
実
に
驚
き
戦
略
転
換
の
必
要
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。

二
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
二
二
）

ａ
．《
第
一
号
修
訂
協
議
》
と
非
合
弁
企
業
の
増
大

娃
哈
哈
の
非
合
弁
会
社
の
利
益
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
ま
ず
娃
哈
哈
集
団
・
ダ
ノ
ン
双
方
が
か
つ
て
締
結
し
た
《
第
一
号
修

訂
協
議
》
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

す
な
わ
ち
二
〇
〇
五
年
七
月
一
日
、
ダ
ノ
ン
ア
ジ
ア
総
裁
に
就
任
し
た
フ
ァ
ベ
ー
ルE

m
aniel F

aber

が
非
合
弁
会
社
の
娃
哈
哈
商

標
使
用
を
承
認
す
る
契
約
を
締
結
。
ま
た
非
合
弁
会
社
か
ら
合
弁
会
社
へ
製
品
を
提
供
す
る
『
代
加
工
（
請
負
）』
協
議
が
成
立
。
こ
れ

に
よ
り
二
〇
〇
五
年
協
議
締
結
時
、
非
合
弁
会
社
は
二
七
社
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
後
合
法
的
な
地
位
を
獲
得
し
た
非
合
弁
会
社
は
六
九
社

に
激
増
し
た
。
同
時
に
合
弁
会
社
数
も
五
九
社
に
増
大
し
、
ダ
ノ
ン
の
収
益
も
増
大
し
た

（
24
）

。

そ
こ
で
二
〇
〇
六
年
、
非
合
弁
会
社
の
利
潤
を
知
る
た
め
非
合
弁
会
社
か
ら
合
弁
会
社
に
納
品
さ
れ
る
製
品
の
価
格
に
つ
い
て
、
フ
ァ

ベ
ー
ル
は
状
況
を
調
査
し
た
。
調
査
結
果
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
非
合
弁
会
社
数
と
利
潤
の
増
加
速
度
が
合
弁
会
社
と
も
均
衡
し

て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
彼
を
驚
か
し
た
。
フ
ァ
ベ
ー
ル
は
す
ぐ
こ
の
状
況
を
仏
本
部
に
連
絡
し
、
本
部
も
驚
愕
し
た
。
彼
ら
は
娃

哈
哈
の
業
績
に
は
一
貫
し
て
満
足
し
て
い
た
が
、
娃
哈
哈
の
非
合
弁
側
が
こ
れ
ほ
ど
利
益
を
あ
げ
る
と
は
想
像
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

る
（
25
）

。ち
な
み
に
二
〇
〇
六
年
財
務
諸
表
に
よ
れ
ば
、
合
弁
会
社
利
潤
一
〇
・
九
億
、
非
合
弁
会
社
利
潤
一
〇
・
四
億
で
あ
る
。
合
弁
会
社
の
ダ

ノ
ン
と
娃
哈
哈
集
団
の
所
有
比
率
は
前
者
五
一
％
後
者
四
九
％
で
あ
る
。
ダ
ノ
ン
が
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
合
弁
会
社
利
潤
の
半
分
だ

が
、
宗
と
娃
哈
哈
集
団
が
得
る
の
は
ダ
ノ
ン
よ
り
多
い
。
非
合
弁
会
社
中
、
宗
一
族
が
約
六
〇
％
所
有
し
そ
の
他
四
〇
％
は
娃
哈
哈
集
団

従
業
員
が
所
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
非
合
弁
会
社
と
合
弁
会
社
の
利
潤
が
均
衡
の
状
況
で
は
宗
側
の
利
潤
が
ダ
ノ
ン
の
約
二
倍
に
な
る
。

二
二



国
有
企
業
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
）
集
団
の
変
容
（
簗
場
）

（
二
三
）

ｂ
．
ダ
ノ
ン
の
失
策

前
掲
の
二
〇
〇
五
年
《
第
一
号
修
訂
協
議
》
に
よ
れ
ば
、
娃
哈
哈
非
合
弁
会
社
も
商
標
使
用
権
を
有
し
、
中
国
側
は
新
産
品
を
開
発
販

売
で
き
る
。
製
品
の
販
売
に
つ
い
て
契
約
は
非
合
弁
会
社
の
生
産
し
た
産
品
は
合
弁
会
社
を
経
て
販
売
す
る
と
規
定
す
る
。
こ
れ
は
つ
ま

り
非
合
弁
企
業
が
生
産
し
て
も
合
弁
会
社
が
販
売
す
る
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
修
訂
協
議
は
代
加
工
協
議
と
も
よ
ば
れ
た
。
た
だ
ダ
ノ
ン
と
宗

は
契
約
時
に
一
つ
の
重
要
な
問
題
、
す
な
わ
ち
代
加
工
の
生
産
利
潤
は
ど
れ
ほ
ど
で
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
決
め
て
い
な
か
っ
た

（
26
）

。

宗
は
合
弁
会
社
と
非
合
弁
会
社
の
間
の
請
負
価
格
と
利
潤
の
分
配
の
問
題
に
つ
い
て
契
約
を
詰
め
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
利
用
し
、
非

合
弁
会
社
に
生
産
力
と
利
潤
を
移
転
し
た
。
つ
ま
り
代
加
工
を
お
こ
な
う
非
合
弁
会
社
の
利
潤
の
多
寡
次
第
で
合
弁
会
社
の
利
潤
が
増
減

す
る
。
非
合
弁
会
社
か
ら
の
出
荷
価
格
（
＝
合
弁
会
社
の
購
入
価
格
）
が
高
け
れ
ば
合
弁
会
社
の
利
益
は
減
少
す
る
。
こ
の
算
数
に
気
が
付

か
な
い
ダ
ノ
ン
は
迂
闊
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
宗
は
ま
さ
に
こ
の
ス
キ
を
突
い
た
と
い
え
る
。
事
業
活
動
の
結
果
は
数
字
と
し
て
毎
年
の

会
計
報
告
に
反
映
、
計
上
さ
れ
ダ
ノ
ン
に
隠
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
ダ
ノ
ン
は
エ
ラ
ー
に
気
が
つ
く
の
が
遅
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ｃ
．
ダ
ノ
ン
の
驚
き
、
対
立
の
開
始

代
加
工
協
議
は
非
合
弁
会
社
が
娃
哈
哈
製
品
を
開
発
・
生
産
し
合
弁
会
社
に
販
売
で
き
る
と
定
め
る
。
合
弁
企
業
も
非
合
弁
企
業
も
宗

が
経
営
し
、
彼
が
総
経
理
で
あ
り
、
合
弁
会
社
と
非
合
弁
会
社
の
間
で
利
潤
を
ど
れ
ほ
ど
分
配
す
る
か
、
そ
の
権
限
を
有
す
る
。
他
方
ダ

ノ
ン
は
非
合
弁
会
社
の
利
潤
の
大
き
さ
に
驚
き
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
た
。

確
か
に
中
国
の
代
加
工
製
造
業
の
平
均
利
潤
は
五
％
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
ダ
ノ
ン
側
が
非
合
弁
企
業
の
利
潤
の
大
き
さ
に
驚
く
の
も
無
理

と
は
い
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
娃
哈
哈
集
団
管
理
層
と
総
経
理
・
宗
の
解
釈
は
同
じ
で
は
な
い
、
正
反
対
で
あ
る
。
非
合
弁
会
社
は
形
式
的

二
三
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（
二
四
）

に
代
加
工
工
場
の
存
在
で
あ
る
。
た
だ
中
国
側
は
代
加
工
の
利
潤
が
低
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
考
え
な
い
。
し
か
も
合
弁
と
代
加
工

の
利
潤
が
半
分
半
分
（
五
〇
％
）
で
も
何
ら
問
題
な
い
と
考
え
た
よ
う
だ
。
非
合
弁
会
社
も
新
製
品
の
開
発
・
研
究
で
研
究
開
発
費
を
支

出
し
て
お
り
製
品
販
売
で
も
宣
伝
費
用
を
一
部
負
担
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
宗
側
の
論
理
と
し
て
は
合
弁
と
非
合
弁
を
区
別
で
き
な
い

の
で
あ
る
。

ｄ
．
宗
の
強
固
な
支
配

宗
は
非
合
弁
会
社
を
完
全
に
支
配
し
て
お
り
、
も
し
ダ
ノ
ン
が
合
弁
会
社
利
潤
を
多
く
し
非
合
弁
会
社
利
潤
を
少
な
く
し
ろ
と
要
求
し

て
も
彼
は
ダ
ノ
ン
に
対
し
〝
否
〞
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ダ
ノ
ン
は
非
合
弁
会
社
と
の
合
作
を
拒
絶
す
れ
ば
、
そ
の

結
果
、
代
加
工
協
議
に
違
反
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
ま
た
合
弁
会
社
が
販
売
で
き
る
も
の
が
な
い
状
況
に
な
れ
ば
、
ダ
ノ
ン
の
株
式
市
場

の
価
値
に
も
反
映
さ
れ
る
。
ダ
ノ
ン
は
合
弁
会
社
株
式
の
過
半
数
を
支
配
し
て
い
て
も
宗
の
強
力
な
経
営
支
配
に
対
抗
で
き
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
が
現
実
で
あ
る
。

フ
ァ
ベ
ー
ル
は
宗
の
行
為
は
契
約
文
に
は
違
反
し
な
い
が
ダ
ノ
ン
の
信
頼
に
反
す
る
と
主
張
し
た
。
一
方
宗
は
、
ダ
ノ
ン
が
中
国
で
進

め
て
い
る
飲
料
業
界
の
産
業
戦
略
が
同
業
の
娃
哈
哈
集
団
を
裏
切
る
行
為
で
あ
る
と
し
て
同
様
に
ダ
ノ
ン
が
信
義
に
反
す
る
と
反
論
し
た
。

ま
た
宗
は
合
弁
設
立
時
ダ
ノ
ン
は
然
る
べ
き
技
術
導
入
を
履
行
す
る
条
項
を
約
定
し
な
か
っ
た
。
宗
は
そ
れ
も
不
平
等
で
あ
り
、
ダ
ノ
ン

は
中
国
側
に
対
し
信
義
を
論
じ
る
資
格
は
な
い
と
論
じ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
水
掛
け
論
で
あ
る
が
、
ダ
ノ
ン
が
自
ら
の
失
策
を
認
め
ず

宗
の
経
営
の
モ
ラ
ル
面
を
非
難
す
る
の
は
事
実
上
の
敗
北
宣
言
に
等
し
い
と
い
え
る
。
ま
た
ダ
ノ
ン
は
董
事
会
を
支
配
し
て
い
て
も
宗
を

罷
免
す
る
こ
と
も
処
分
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。

二
四



国
有
企
業
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
）
集
団
の
変
容
（
簗
場
）

（
二
五
）

ｅ
．
和
解
の
失
敗

両
者
の
議
論
は
不
毛
な
う
え
ダ
ノ
ン
側
に
は
宗
に
対
す
る
脅
迫
ま
が
い
の
対
応
も
あ
り
、
宗
の
態
度
を
硬
化
さ
せ
た
。
そ
れ
で
も
和
解

の
た
め
に
両
者
は
条
件
を
提
示
し
た
。
フ
ァ
ベ
ー
ル
は
脅
し
と
金
の
力
で
宗
を
屈
服
さ
せ
よ
う
と
す
る
一
方
、
宗
に
条
件
を
提
示
し
協
議

を
続
け
よ
う
と
し
た
。
対
す
る
宗
の
提
示
し
た
条
件
の
ひ
と
つ
は
ダ
ノ
ン
が
同
業
の
競
合
す
る
楽
百
氏
、
正
広
和
、
汇
源
、
蒙
牛
（
い
ず

れ
も
社
名
）
か
ら
資
本
を
撤
退
し
、
技
術
を
娃
哈
哈
に
注
入
し
、
ま
た
娃
哈
哈
が
多
種
の
飲
料
を
製
造
・
販
売
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
こ

と
で
あ
る
。
宗
の
態
度
は
非
常
に
固
く
ダ
ノ
ン
に
と
っ
て
も
戦
略
的
に
受
け
入
れ
不
能
な
条
件
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
ダ
ノ
ン
の
経
営
目

標
は
中
国
巨
大
市
場
で
独
占
的
な
超
過
利
潤
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
の
提
示
す
る
条
件
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
に
ダ
ノ
ン

の
世
界
戦
略
に
反
す
る
。
他
方
宗
に
と
っ
て
は
ダ
ノ
ン
の
非
合
弁
会
社
買
収
提
案
を
受
け
入
れ
売
却
す
れ
ば
宗
の
壮
大
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
実

現
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
両
者
の
提
示
し
た
条
件
は
と
も
に
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
両
者
の
対
立
は
メ
デ
ィ
ア
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
双
方
が
メ
デ
ィ
ア
を
使
っ
た
非
難
合
戦
に
な
る
。
事
態
は
法
廷
で
解

決
す
る
以
外
に
方
法
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る

（
27
）

。

む
す
び
に
か
え
て

い
ず
れ
に
し
て
も
ダ
ノ
ン
の
中
国
市
場
戦
略
は
失
敗
し
た
。
そ
も
そ
も
中
国
市
場
の
急
速
な
変
化
、
特
に
民
族
資
本
の
急
速
な
成
長
を

見
誤
っ
た
と
い
え
る
。
中
国
企
業
は
着
実
に
力
を
つ
け
外
資
導
入
・
共
存
か
ら
競
合
関
係
の
時
代
に
変
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
娃
哈
哈

集
団
の
事
例
は
中
国
企
業
の
成
長
を
象
徴
す
る
事
例
と
い
え
よ
う
。

娃
哈
哈
集
団
は
改
革
開
放
後
出
現
し
た
中
国
独
特
の
会
社
所
有
構
造
の
下
で
発
達
し
た
国
家
（
地
方
政
府
）
所
有
の
企
業
で
あ
り
、
そ

二
五
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六
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し
て
発
展
過
程
で
組
合
企
業
へ
脱
皮
し
、
ま
た
家
族
企
業
の
色
彩
と
実
体
を
濃
厚
に
す
る
。
こ
う
し
た
中
国
独
特
の
所
有
構
造
と
経
営
の

特
性
を
見
誤
っ
た
こ
と
も
ダ
ノ
ン
の
挫
折
の
要
因
で
あ
る
。

以
上
の
ダ
ノ
ン
・
娃
哈
哈
の
紛
争
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
中
国
の
経
営
面
の
特
色
に
つ
い
て
二
つ
の
含
意
で
あ
る
。
一
つ
は
、

宗
の
娃
哈
哈
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
外
国
資
本
・
技
術
を
利
用
し
た
中
国
企
業
の
成
長
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
中
国
経
営
特
有
の
特
色

を
発
展
さ
せ
た
。
す
な
わ
ち
宗
は
ダ
ノ
ン
の
資
本
、
技
術
を
利
用
し
発
展
し
、
そ
の
後
の
会
社
組
織
の
改
制
に
成
功
し
会
社
支
配
権
を
掌

握
す
る
。
そ
し
て
本
来
の
合
弁
会
社
に
代
わ
り
、
関
係
会
社
の
投
資
会
社
や
非
合
弁
会
社
を
成
長
さ
せ
、
膨
大
な
家
族
企
業
群
を
形
成
し

た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
家
族
企
業
が
合
弁
会
社
・
非
合
弁
会
社
群
の
事
実
上
の
中
核
を
占
め
る
に
至
る
。
改
革
開
放
後
の
宗
の
二
三

年
（
一
九
八
七
│
二
〇
一
〇
）
の
事
業
活
動
の
発
展
、
特
に
外
資
導
入
後
の
そ
れ
は
中
国
民
営
企
業
成
長
の
歴
史
の
象
徴
的
な
縮
図
で
あ
る

と
も
い
え
る
。

も
う
一
つ
は
外
国
企
業
に
と
っ
て
の
中
国
本
土
で
の
事
業
活
動
に
関
わ
る
含
意
で
あ
る
。
外
国
企
業
な
い
し
多
国
籍
企
業
に
と
っ
て
本

国
以
外
の
国
や
地
域
に
お
い
て
事
業
戦
略
な
い
し
経
営
戦
略
の
遂
行
上
、
そ
の
調
整
が
必
要
に
な
る
の
は
一
般
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
国

に
あ
っ
て
も
例
外
で
は
な
い
。
た
だ
中
国
で
の
事
業
活
動
が
中
国
な
ら
で
は
特
別
の
調
整
を
要
し
、
ま
た
困
難
を
経
験
す
る
こ
と
が
多
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
改
革
開
放
後
の
中
国
に
お
い
て
成
功
し
た
多
く
の
外
国
企
業
が
あ
る
一
方
、
中
国
特
有
の
困
難
に
直
面
し
た
企
業

も
多
い
。

ダ
ノ
ン
は
娃
哈
哈
だ
け
で
な
く
多
数
の
会
社
を
支
配
し
中
国
本
土
で
巨
額
の
投
資
利
潤
を
獲
得
す
る
だ
け
で
な
く
産
業
集
中
を
実
現
す

る
途
上
に
あ
っ
た
。
ダ
ノ
ン
の
中
国
で
の
事
業
戦
略
、
事
業
活
動
、
そ
し
て
成
功
は
多
国
籍
企
業
の
海
外
で
の
事
業
活
動
、
事
業
戦
略
そ

し
て
成
功
を
代
表
す
る
典
型
と
し
て
の
意
味
を
有
す
る
と
い
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
ダ
ノ
ン
は
最
後
に
敗
北
を
喫
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

二
六
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ダ
ノ
ン
が
株
式
権
の
多
数
支
配
、
董
事
会
多
数
を
占
め
な
が
ら
企
業
支
配
を
実
現
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ダ
ノ
ン
の
失
敗
は
中
国
な
ら
で
は
の
失
敗
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
買
収
に
対
し
宗
や
経
営
幹
部
の
み
な
ら
ず
従
業
員
、
販

売
商
か
ら
も
強
硬
に
反
対
さ
れ
、
中
国
と
欧
米
の
「
経
営
文
化
」
の
相
違
に
ダ
ノ
ン
は
直
面
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
こ
う
し
た
相
違
や

対
立
も
、
ま
た
前
稿
で
分
析
し
た
よ
う
に
、
宗
を
は
じ
め
経
営
幹
部
や
従
業
員
が
ダ
ノ
ン
の
買
収
に
反
対
す
る
の
は
、
彼
ら
が
娃
哈
哈
集

団
本
体
の
み
な
ら
ず
投
資
会
社
（
一
部
の
幹
部
も
参
与
）、
非
合
弁
会
社
の
所
有
主
体
で
あ
る
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
れ
は
本
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
彼
ら
は
宗
と
と
も
に
娃
哈
哈
集
団
、
投
資
会
社
、
非
合
弁
会
社
の
莫
大
な
利
潤
を
享
受
す
る
利
益
共
同

体
を
形
成
し
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

注（
1
） 

『
政
経
研
究
』
四
九
巻
第
四
号
、
二
〇
一
二
年
二
月
（
日
本
大
学
法
学
部
）
参
照
。
前
稿
同
様
、
本
稿
で
利
用
さ
れ
た
デ
ー
タ
、
引
用
さ
れ
た

文
は
、
①
公
開
さ
れ
て
い
る
娃
哈
哈
集
団
の
社
内
報
（『
娃
哈
哈
集
団
報
』）、
②
二
次
資
料
（
ａ
．
新
聞
・
ｂ
．
ネ
ッ
ト
新
聞
﹇
電
子
版
ｂ
．
と
市

販
版
ａ
．
が
内
容
は
同
じ
も
の
も
多
い
﹈
の
記
事
、
経
営
書
・
経
済
書
の
文
章
）
な
ど
の
ソ
ー
ス
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
い
ず
れ
も
中

国
で
評
価
が
高
い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
た
め
か
新
聞
記
事
と
経
営
書
・
経
済
書
の
文
章
内
容
に
は
重
複
す
る
も
の
も
多
い
。
記
事
や
文
の
な

か
で
は
記
者
・
作
者
が
工
商
登
記
記
録
な
ど
を
調
べ
る
な
ど
証
拠
を
確
認
で
き
る
も
の
を
中
心
に
ソ
ー
ス
と
し
た
。

（
2
） 

企
業
改
革
開
始
当
時
の
こ
う
し
た
企
業
改
革
を
意
味
す
る
当
時
の
標
語
を
列
記
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
年
代
順
に
七
九
年

に
は
政
府
か
ら
企
業
へ
の
権
限
譲
渡
と
上
納
後
の
利
益
留
保
を
認
め
る
「
放
権
譲
利
」、
八
〇
年
代
に
は
利
益
の
上
納
制
度
を
税
金
の
徴
収
に
変
え

る
「
利
改
税
」
や
企
業
に
対
す
る
所
有
権
と
経
営
権
を
分
離
す
る
「
両
権
分
離
」、
ま
た
経
営
の
請
負
制
を
意
味
す
る
「
承
包
責
任
制
」、
そ
し
て

九
〇
年
代
に
は
大
型
の
国
有
企
業
の
支
配
権
を
国
家
が
維
持
し
つ
つ
、
中
小
型
の
国
有
企
業
に
つ
い
て
は
所
有
権
を
手
放
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
す

る
「
抓
大
放
小
」（
そ
の
結
果
、
中
小
型
企
業
が
国
有
株
式
組
合
制
企
業
な
ど
に
改
組
さ
れ
た
）
な
ど
で
あ
る
。
こ
う
し
た
改
革
の
目
途
と
す
る
方

二
七



政
経
研
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第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
二
八
）

向
は
、
企
業
の
行
政
か
ら
の
独
立
、
企
業
自
主
権
の
拡
大
、
経
営
者
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
付
与
、
そ
し
て
国
有
財
産
の
有
効
活
用
な
ど
で
あ
っ

た
。た

だ
別
稿
で
考
察
予
定
で
あ
る
が
、
改
革
が
順
調
に
進
ん
だ
と
は
い
え
な
い
事
例
も
多
く
存
在
す
る
し
、
ま
た
意
識
面
の
改
革
が
進
ん
だ
か
と
い

う
と
肯
定
で
き
な
い
面
や
逆
行
す
る
事
例
な
ど
混
乱
も
多
い
。
そ
し
て
改
革
に
便
乗
し
て
時
に
は
不
法
な
行
為
に
よ
り
利
益
を
貪
る
官
僚
、
党
幹
部

も
多
い
。
そ
の
た
め
に
経
営
者
の
中
に
は
太
子
乳
業
の
李
太
純
な
ど
悲
惨
な
末
路
を
迎
え
た
者
も
多
い
。

（
3
） 

「
娃
哈
哈
与
达
（
達
）
能
的
纠
纷
（
糾
紛
）
真
相 

离
（
離
）
岸
公
司
之
手
若
隐
若
现
」p.1,2007-08-31

：
来
源
：『
中
国
经
营
报
』

娃
哈
哈
与
达
能
的
纠
纷
真
相http://m

oney.163.com
/special/w

/00252C
A
9/w

ahahazhenxiang.htm
l

http://m
oney.163.com

/07/0831/23/3N
8T

M
48D

00251H
JP

.htm
l

（
以
下
、「
調
査
一
」
と
略
称
）

http://m
oney.163.com

/07/0831/23/3N
8T

M
48D

00251H
JP

_2.htm
l

（
以
下
、「
調
査
二
」
と
略
称
）2012.08.10

（
4
） 

一
九
九
五
年
以
降
の
売
上
げ
に
つ
い
て
は
、
李
雪
著
「
中
国
の
製
造
企
業
に
お
け
る
経
営
資
源
の
構
築
と
そ
の
課
題
」
早
稲
田
大
学
商
学
研
究

科
『
商
学
研
究
科
紀
要
』（
早
稲
田
大
学
）vol.73, pp91-107, 2011

年
。dspace.w

ul.w
aseda.ac.jp/dspace/.../S

hogakuK
enkyukaK

iyo_

73_L
i.pd...

参
照

（
5
） 

刘
华
（
劉
華
）・
左
志
坚
（
堅
）
著
『
娃
哈
哈
与
达
（
達
）
能
的
中
国
式
离
（
離
）
婚
』
中
信
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
二
月
、p.81

（
6
） 

同
上
、p.84＆

前
掲
「
調
査
二
」、p.2

（
7
） 

「
娃
哈
哈
商
标
归
（
標
帰
）
属
探
源
：
缺
位
的
国
有
股
东
（
東
）」（
来
源
：
二
一
世
紀
経
済
報
道
）2012.12.14 from

.

「
娃
哈
哈
遭
遇
达
（
達
）

能
低
价
（
価
）
强
行
并
购
（
併
購
）
？
」
人
民
网http://m

nc.people.com
.cn/G

B
/54849/69891/80952/index.htm

l 2012.08.10

（
8
） 

「
調
査
一
」、p.2

（
9
） 

「
調
査
二
」、p.2

（
10
） 

「
調
査
一
」、p.1

（
11
） 

同
上
、p.2

（
12
） 

同
上
、p.2

二
八



国
有
企
業
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
）
集
団
の
変
容
（
簗
場
）

（
二
九
）

（
13
） 

同
上
、p.2

（
14
） 

同
上
、p.2

（
15
） 
同
上
一
、pp.2-3

（
16
） 
同
上
一
、p.3

（
17
） 

同
上
一
、p.3

（
18
） 

同
上
一
、p.3

（
19
） 

同
上
一
、pp.3-4

（
20
） 

真
柏
著
『
商
戦
不
倒
翁
：
是
々
非
々
宗
庆
后
（
慶
後
）』
浙
江
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、p.168

（
21
） 

前
掲
「
調
査
一
」、p.4

（
22
） 

前
掲
『
商
戦
不
倒
翁
：
是
々
非
々
宗
庆
后
』p.169

（
23
） 

「
調
査
一
」、4p

（
24
） 

李
爽
編
『
娃
哈
哈
教
父
宗
庆
后
（
慶
後
）』、
华
（
華
）
中
科
技
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
、p.118

（
25
） 

同
上
、pp.118-119

（
26
） 

同
上
、119p

。
な
お
、
こ
の
重
大
な
利
潤
の
漏
失
は
フ
ァ
ベ
ー
ル
が
締
結
し
た
『
第
一
号
修
訂
協
議
』
中
の
不
備
不
注
意
の
た
め
と
い
う
こ
と

も
で
き
る
。
フ
ァ
ベ
ー
ル
は
仏
本
部
に
対
し
宗
が
総
経
理
の
権
力
を
濫
用
し
私
利
を
謀
っ
た
と
報
告
し
た
が
、
自
身
の
責
任
を
逃
れ
る
た
め
で
あ
る

と
も
い
え
る
。

（
27
） 

訴
訟
に
至
る
直
前
ま
で
の
両
者
の
対
立
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
同
上
、pp.123-4.

参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
前
掲
書
、
刘
华
・
左
志
坚
著
『
娃

哈
哈
与
达
能
的
中
国
式
离
婚
』、
真
柏
著
『
商
戦
不
倒
翁
：
是
々
非
々
宗
庆
后
』
に
も
詳
細
。
非
合
弁
会
社
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
ダ
ノ
ン
側
か
ら

宗
に
よ
る
国
有
資
産
流
出
や
脱
税
の
疑
い
、
宗
一
家
の
米
国
国
籍
の
暴
露
な
ど
、
両
者
の
対
立
を
増
幅
さ
せ
る
材
料
に
な
っ
た
多
数
の
問
題
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
問
題
は
宗
の
み
な
ら
ず
中
国
著
名
事
業
家
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
る
。
中
国
事
業
家
が
問
わ
れ
る
正
当
性
に
関
わ

る
問
題
で
も
あ
る
。
そ
の
一
端
に
つ
い
て
は
、
簗
場
保
行
著
「
中
国
民
間
企
業
家
の
拝
金
主
義
と
不
安
」（『
政
経
研
究
』
第
四
九
巻
第
三
号
、
日
本

二
九



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

（
三
〇
）

大
学
政
経
研
究
所
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

参
照
文
献

Ａ
．
中
文
（
中
国
語
表
記
）

1
．
刘
健
强
、
周
一
「
爱
恨
达
能
」fi nance.sina.com

.cn/.../16553480185.sht. 2007.04.06. w
w
w
.xyzlove.com

/T
ransshipm

ent/Investm
ent/

.../ahdn.htm
 2012.0810

2
．「
达
能
、
娃
哈
哈
之
争
始
末
」
中
国
独
立
商
标
转
让
网

3
．「
娃
哈
哈
商
标
归
属
探
源
：
缺
位
的
国
有
股
东
」（
来
源
：
二
一
世
紀
経
済
報
道
）2012.12.14　

from
.

「
娃
哈
哈
遭
遇
达
能
低
价
强
行
并
购
？
」

人
民
网http://m

nc.people.com
.cn/G

B
/54849/69891/80952/index.htm

l　

2012.08.10

4
．「
达
能
：
娃
哈
哈
离
岸
公
司
伪
造
签
名
属
实
」（
来
源
：『
上
海
证
券
报
』2007.07.18

）http://m
nc.people.com

.cn/G
B
/6000192.htm

l 

2012.0810

5
．
北
京
大
学
民
营
经
济
研
究
院
「
娃
哈
哈
公
司
」http://m

ea.pku.edu.cn/5/5/2012-07.2012.0810

6
．
罗
建
幸
著
『
宗
庆
后
与
娃
哈
哈
：
一
个
中
国
著
名
企
业
的
深
度
研
究
』
机
械
工
业
出
版
社
、2008.5.

7
．
刘
华
・
左
志
坚
著
『
娃
哈
哈
与
达
能
的
中
国
式
离
婚
』
中
信
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
二
月

8
．「
达
娃
之
争
│
│
改
革
开
放
三
〇
年
来
影
响
最
大
的
国
际
商
戦
」。http://w

w
w
.360doc.com

/content/12/0311/20/202378_193569123.

shtm
l2012.0311.from

智
庫
百
科http://w

iki.m
balib.com

 2012.08.10

9
．
叶
檀
「
娃
哈
哈
达
能
之
争
的
核
心
是
国
企
转
制
成
本
」http://yetanyetan.i.sohu.com

/blog/view
/51118956.htm

 2007.06.18 201208.104

10
．
高
松
「〝
儒
家
文
化
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与
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利
益
补
偿
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解
读
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哈
思
维
」：『
第
一
财
经
日
报
』fi nance.sina.com

.cn/.../02353719558.sht..2007.06.25
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．
和
文
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．
ア
ン
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ン
・
毛
利
・
友
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法
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事
務
所
「
実
例
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ら
学
ぶ
法
務
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事
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と
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策
⑴
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M
B
C
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ン
サ
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編
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etpress
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国
法
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読
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解
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外
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新
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争
を
読
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解
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.jp/articles/2007/09/2.htm
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．
臼
井
隆
行
「
中
国
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法
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政
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張
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現
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文
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